
静岡県警察職員の週休日等及び深夜時間外勤務の振替並び 

に時間外勤務代休時間及び休日の代休日の指定の取扱いに 

ついて 

(平成 7年 3月 24日甲通達警第 19号) 

みだしのことについては、「静岡県警察職員の勤務時間、休日、休暇等の管理に関す

る訓令」（平成 7年県本部訓令第 7号。以下「勤務時間訓令」という。）の規定に基づ

き、次のとおり定め、平成 7年 4月 1日から実施することとしたので、その取扱いにつ

いて誤りのないようにされたい。 

 なお、「静岡県警察職員の勤務を要しない日の振替え及び警察官の深夜時間外勤務の

振替えの取扱いについて」（平成 4年甲通達警第 50号）は、廃止する。 

                  記 

第 1 週休日等の振替（勤務時間訓令第 6条関係） 

1 制度の目的 

県民の安全と平穏の確保を責務とする警察職員については、あらかじめ指定した週

休日であっても、事件・事故の防止を図るため、あるいは突発した事件・事故その他

の捜査処理等のために、勤務を命じなければならないことが多い。本制度は、このよ

うに週休日に業務上の必要により勤務を命ずる場合には、職員の計画的な休養を阻害

することがないように、事前にほかの日へ週休日の振替又は半日勤務時間の勤務時間

の割振り変更（以下「週休日等の振替」という。）をし、職員の勤務負担の軽減と健

康管理を図ろうとするものである。 

2 対象となる職員 

静岡県警察に勤務する職員（地方警務官を除く。） 

3 半日勤務時間 

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則（平成 7年県人委規則 13―32。以下

「勤務時間規則」という。）第 3条第 2項の任命権者が定める時間は、3時間 30分、

3時間 45分、4時間及び4時間 15分とする。 

4 週休日等の振替方法 

(1) 所属長は、職員に対し週休日に勤務を命ずる場合は、事前（勤務命令にあわせ

て行う場合を含む。）に、勤務を命ずる日（変更前の週休日）を起算日として、前

4週間又は後 8週間の期間内において週休日等の振替を行うことができる。 

(2) 週休日等の振替による勤務を命ずる日の勤務時間は、原則として、週休日に変

更される勤務日の勤務時間の始業から終業時までの時間帯の範囲内において割り振

るものとする。ただし、これと異なる時間帯に割り振ることが業務上特に必要であ

ると認められる場合には、この限りでない。 

(3) 週休日等の振替は、一の週休日（暦日）に、継続して半日勤務時間の時間数以

上の勤務を命じた場合又は複数回の勤務を命じ、その合計した勤務時間が半日勤務



時間の時間数以上の場合において、半日勤務時間又は 7時間 45分（1日）を単位

（ただし、短時間勤務職員（勤務時間規則第 9 条第 1 項各号に規定する職員をいう。

以下同じ。）については、半日勤務時間又は勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数）

として、次により行うものとする。 

ア 7時間 45分を単位として行う振替は、原則として 7時間 45分勤務日に振り替

えることとし、振り替えることができる 7時間 45分勤務日が振替可能期間内に

ない場合には、15時間 30分勤務日の始業時からの休憩時間を挟んで連続する 7

時間 45分の勤務時間又は終業時までの休憩時間を挟んで連続する 7時間 45分の

勤務時間を振り替えることができる。 

イ 半日勤務時間を単位として行う振替は、次に掲げる時間に振り替えることがで

きる。ただし、勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数が半日勤務時間を超え、7

時間 45分に満たない短時間勤務職員については、半日勤務時間の勤務時間を割

り振ることをやめることとなる勤務日の勤務時間の始業時からの半日勤務時間又

は終業時までの半日勤務時間に振り替えることができる。 

(ア) 3時間 45分勤務日、7時間 45分勤務日又は 15時間 30分勤務日の始業時

からの半日勤務時間 

(イ) 3時間 45分勤務日又は 7時間 45分勤務日の終業時までの半日勤務時間 

(ウ) 半日勤務時間の勤務時間を割り振ることをやめた勤務日であって、当該勤

務日の勤務時間数が半日勤務時間のいずれかに該当する勤務日の半日勤務時

間（振り替えようとする半日勤務時間の時間数と当該勤務日の勤務時間数が

異なる場合にあっては、半日勤務時間の勤務時間を割り振ることをやめる前

の当該勤務日の始業時からの半日勤務時間又は終業時までの半日勤務時間） 

(4)  所属長は、週休日等の振替を行う場合は、統合型勤務管理システム（以下「シ

ステム」という。）により当該職員に対し速やかに通知し、その内容を確認させる

ものとする。 

5 週休日等の振替実施上の留意事項 

(1) 週休日等の振替を行う場合は、週休日が毎 4 週間につき 4 日以上となるように、

かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き 24日を超えないようにしなけ

ればならない。 

(2) 休日（勤務時間訓令第 12条に規定する休日をいう。以下同じ。）は、振替によ

り週休日としないものとする。 

(3) 休日が週休日と重なる日に勤務を命ずる場合には、週休日等の振替を行うこと

ができる。 

(4) 振替により週休日となった日（振替により勤務を要しないこととなった半日勤

務時間を含む。）は、再び振り替えないものとする。したがって、当該日に臨時又

は緊急の必要により再び勤務を命ずる場合は、時間外勤務とする。 



(5) 出張期間中の週休日であっても、特に勤務を命ずる場合は、振替を行うことが

できる。 

(6)  振替を行う時間を超えて勤務を命ずる必要がある場合には、その超える時間は

時間外勤務とする。 

第 2 時間外勤務代休時間の指定（勤務時間訓令第 10条関係） 

1 制度の目的 

本制度は、事件・事故その他の警察事象に対応するため、1か月について60時間

を超えて時間外勤務を行った場合に、当該 60時間を超えて勤務した時間外勤務に対

する静岡県地方警察職員の給与に関する条例（昭和 32年県条例第 40号。以下「給与

条例」という。）第 14条第 4項に規定する時間外勤務手当の一部の支給に代わり、

時間外勤務代休時間として勤務を要しない時間を指定することで、職員に休息の機会

を与え、勤務負担の軽減と心身の健康管理を図ることを目的とする。 

2 対象となる職員 

静岡県警察に勤務する職員（警部以下の階級にある警察官及びこれと同等の職格に

ある警察行政職員に限る。） 

3 時間外勤務代休時間の指定方法 

(1) 時間外勤務代休時間の指定が可能な期間は、給与条例第 14条第 4項に規定する

60時間を超えて勤務した全時間に係る月（以下「60時間超過月」という。）の末

日の翌日から同日を起算日とする 2月後の日までの期間とする。 

(2) 時間外勤務代休時間を指定する場合には、前記(1)に規定する期間内にある勤務

日（勤務時間訓令第 5条又は第 6条の規定により勤務時間が割り振られた日（休日

及び休日の代休日を除く。）。以下第 2において「勤務日等」という。）に割り振

られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手

当の支給に係る 60時間超過月における給与条例第 14条第 4項の規定の適用を受け

る時間（以下「60時間超過時間」という。）の次に掲げる区分に応じ、それぞれ

次に定める時間数の時間を指定するものとする。 

ア 正規の勤務時間が割り振られた日（給与条例第 15条の規定により正規の勤務

時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。）にお

ける勤務に係る時間（後記ウに掲げる時間を除く。） 当該時間に該当する 60

時間超過時間の時間数に 100分の 25を乗じて得た時間数 

イ 前記アに掲げる勤務以外の勤務に係る時間（後記ウに掲げる時間を除く。） 

当該時間に該当する 60時間超過時間の時間数に 100分の 15を乗じて得た時間数 

ウ 短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において当該勤務時間を

超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務

時間との合計が 7時間 45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該

当する 60時間超過時間の時間数に 100分の 50を乗じて得た時間数 



エ 週休日等の振替を行った場合において、あらかじめ割り振られた 1週間の正規

の勤務時間（以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。）を超えた勤務時

間（短時間勤務職員が、週休日等の振替により割振り変更前の正規の勤務時間を

超えて勤務した時間のうち、その勤務した時間と割振り変更前の正規の勤務時間

との合計が 38時間 45分に達するまでの時間を除く。） 当該時間に該当する 6

0時間超過時間の時間数に 100分の 25を乗じて得た時間数 

(3) 時間外勤務代休時間の指定は、4時間又は7時間 45分（年次有給休暇の時間に

連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間

数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が 4時間又は 7時間 45分

となる時間）を単位として行うものとする。 

(4) 時間外勤務代休時間（年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指

定する場合を含む。）を指定する場合は、前記(1)に規定する期間内にある勤務日

等の始業時から連続し、又は終業時までの連続する勤務時間（休憩時間を挟んで引

き続く勤務時間を含む。）について、次により行わなければならない。 

ア 7時間 45分を単位とする時間外勤務代休時間の指定は、7時間 45分勤務日の

始業時から終業時までの 7時間 45分又は 15時間 30分勤務日の始業時からの連

続する 7時間 45分若しくは終業時までの連続する 7時間 45分の勤務時間を指定

するものとする。 

イ 4時間を単位とする時間外勤務代休時間の指定は、7時間 45分勤務日若しくは

15時間 30分勤務日の始業時からの 4時間又は 7時間 45分勤務日の終業時まで

の 4時間を指定するものとする。ただし、勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数

が 4時間を超える短時間勤務職員については、時間外勤務代休時間を指定しよう

とする勤務日の勤務時間の始業時からの 4時間又は終業時までの 4時間を指定す

るものとする。 

4 時間外勤務代休時間の指定上の留意事項 

(1) 所属長は、時間外勤務代休時間の指定が 60時間超過時間の勤務をした職員の健

康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、当該職員に対して時間外

勤務代休時間を指定するように努めるものとする。この場合において、所属長が時

間外勤務代休時間の指定を行う前に、職員が当該指定を希望しない旨を申し出た場

合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。 

(2)  所属長は、時間外勤務代休時間の指定を行う場合は、当該指定に代えようとす

る時間外勤務手当の支給に係る 60 時間超過月の末日の直後の給料の支給日までに、

システムにより当該職員に対し通知し、その内容を確認させるものとする。 

第 3 深夜時間外勤務の振替（勤務時間訓令第 11条関係） 

1 制度の目的 



本制度は、事件・事故その他の警察事象に対応するため、昼夜を問わずその職務に

従事しなければならない職員の勤務の特殊性から、深夜における時間外勤務を行った

場合において、その勤務時間を翌日の正規の勤務時間に振り替え、翌日の勤務時間を

縮減することで、職員の勤務負担の軽減を図り、あわせて健康管理に努めることを目

的とする。 

2 対象となる職員 

静岡県警察に勤務する職員（地方警務官及び交替制勤務に従事する者を除く。） 

3 深夜時間外勤務の振替方法 

(1) 所属長は、職員に対し、午後 10時を超える時間外勤務を命じた場合で、健康管

理上休養を与える必要があると認めたときは、午後 10時から翌日の午前 8時 30分

までの間の時間外勤務について、その全部又は一部を、翌日（時間外勤務が午前 0

時を超えたときは、その日。以下同じ。）の正規の勤務時間に振り替えることがで

きる。ただし、午前 5時以降の時間を始期とする時間外勤務である場合又は翌日が

7時間 45分を超える勤務時間を割り振られた日、週休日、時間外勤務代休時間が

指定された日、休日若しくは休日の代休日である場合は、振り替えることができな

い。 

(2) 振替の起算時間は、翌日の勤務時間の始期からとし、当該業務が翌日の勤務時

間の始期を超えて継続した場合には、当該業務が終了した時からとする。 

(3) 振替は 1時間を単位として行うものとする。ただし、次に掲げる場合には、1時

間未満の端数を振り替えることができる。 

ア 深夜における時間外勤務が翌日の正規の勤務時間以上で、かつ、翌日の正規の

勤務時間の全てに振り替える場合 

イ 深夜における業務が翌日の勤務時間の始期を超えて継続し、当該業務が終了し

た時から正規の勤務時間の終期までの時間に 1時間未満の端数があり、かつ、当

該時間の全てに振り替える場合 

(4)  所属長は、深夜時間外勤務の振替を行う場合は、システムにより当該職員に対

し速やかに通知し、その内容を確認させるものとする。 

第 4 休日の代休日の指定（勤務時間訓令第 13条関係） 

1 制度の目的 

本制度は、社会的要請でもある総勤務時間の短縮、公平な休日数の確保、職員の健

康及び福祉への配慮の観点から、職員の意識の多様化への対応を踏まえつつ、平成 5

年の人事院勧告に基づいて設けられたものであり、休日に業務上の必要により勤務を

命ずる場合には、職員の意向を尊重して当該休日に代休日を指定することができると

するものである。 

2 対象となる職員 

静岡県警察に勤務する職員（地方警務官を除く。） 



3 代休日の指定方法 

(1) 所属長は、職員に休日の全勤務時間について勤務することを命じ、当該職員が

代休日の指定を希望する場合には、代休日を指定することができるものとする。 

(2) 所属長は、職員が代休日の指定を希望する場合において、当該職員が代休日の

指定を希望しない旨を申し出ないことを確認の上、代休日の指定を行っても公務の

運営に支障がないと認めるときは、勤務することを命じた休日を起算日として、後

8週間の期間内において代休日を指定するものとする。 

(3) 代休日の指定は、システムにより行うものとする。 

4 代休日の指定上の留意事項 

(1) 時間外勤務代休時間を指定した日及び休日には、代休日の指定を行うことがで

きない。 

(2) 代休日の指定は、当該職員が代休日の指定を希望する場合、できる限り休日に

勤務することを命ずるときに行うものとする。 

(3) 代休日の指定は、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間

が割り振られた勤務日について行うものとする。 

(4) 代休日を指定する際には当該代休日は勤務を命じない予定であったが、その後

の事情の変更により代休日に勤務を命ずる必要が生じた場合には、通常の休日と同

様に勤務を命ずることができる。この場合において、休日に勤務する以前に事情の

変更が判明したときにあっては、最初の代休日の指定を取り消し、新たな勤務日を

代休日として指定することができるが、休日に勤務した後に事情の変更が判明した

ときにあっては、いわゆる再代休日の指定は認められないので、代休日の勤務に対

して休日勤務手当を支給すること。 

(5) 代休日を指定した後に何らかの理由により休日の勤務命令の全部又は一部が撤

回された場合には、代休日の指定は無効となる。この場合において、休日勤務命令

の全部が撤回されたときにあっては休日の勤務を要しないこととなり、一部が撤回

されたときにあっては勤務した時間に対して休日勤務手当を支給することとなる。 

(6) 休日が週休日と重なる日に勤務を命ずる場合には、週休日の振替を行い、かつ、

当該休日の代休日の指定を行うことができる。 

(7) 出張期間中の休日であっても、全勤務時間について特に勤務を命じた場合には、

代休日の指定を行うことができる。 

第 5 事務の専決 

所属長は、週休日等の振替、深夜時間外勤務の振替及び休日の代休日の指定につい

て、次に掲げる区分により、事務を専決させることができるものとする。 

区 分 振替又は指定の対象となる職員 専決者 

県本部 所属長及び次席等以外の職員 補佐等以上の直近上司 

署 署長、次席等及び地域官等以外の職員 職員の属する課の長以上の直近



上司 

 


